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日 時 令和２年 10月 28日（水）午前９時 30分 

場所 美浦村役場 ３階大会議室 

 

日   程 

 

１.開会 

 

２.付議事項 

議案第１号 美浦村中央公民館管理規則の一部を改正する規則 

議案第２号 美浦村文化財協力員規則を廃止する規則                   

 

３．その他 

 

４.閉会 
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議案第１号 

 

   美浦村中央公民館管理規則の一部を改正する規則 

 

  上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和２年１０月２８日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  富永 保  

 

 

   美浦村中央公民館管理規則の一部を改正する規則 

 

 美浦村中央公民館管理規則（令和２年教育委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１３条第９項に，次の１号を加える。 

 (6) 利用者カードの交付を受けた者は，申し出により行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第 

２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードを利用することができる。 

  

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 
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議案第１号 美浦村中央公民館管理規則（令和２年教育委員会規則第２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(図書室の定義，業務) (図書室の定義，業務) 

    略 

第１３条 事業に規定する図書に関連する用語の定義につい

ては，次の各号のとおりとする。 

２～８ 略 

９ (1) ～(5) 略 

  

                                                    

                                                    

                                                    

                                                  

１０～１３ 略 

 

 

    略 

第１３条 事業に規定する図書に関連する用語の定義につい

ては，次の各号のとおりとする。 

２～８ 略 

９ (1) ～(5) 略 

  

(6) 利用者カードの交付を受けた者は，申し出により行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項

に規定する個人番号カードを利用することができる。 

１０～１３ 略 
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議案第２号 

 

   美浦村文化財協力員規則を廃止する規則 

 

  上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

   令和２年１０月２８日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  富永 保  

 

 

 

 

美浦村文化財協力員規則を廃止する規則 

 

 美浦村文化財協力員規則（平成１４年美浦村教委規則第５号）は，廃止する。 

 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 
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○美浦村中央公民館管理規則 

令和２年３月３１日 

教委規則第２号 

美浦村中央公民館管理規則（昭和５７年美浦村教育委員会規則第５号）の全

部を次のように改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は，美浦村中央公民館の設置，管理及び職員に関する条例

（昭和５７年美浦村条例第１０号。以下「条例」という。）第８条の規定に

基づき，公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

(公民館の事業) 

第２条 条例第２条第１項に規定する公民館(以下「公民館」という。)は，村

民に対し，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条に規定する事

業（以下「事業」という。）を行うものとする。 

(館長及び室長) 

第３条 公民館の館長（以下「館長」という。）は，上司の命を受け，公民館

の事務をつかさどり，所属職員を指揮監督する。 

２ 館長は，図書室の室長(以下「室長」という。)を兼ねることができる。 

３ 室長は，公民館の図書室及び閲覧室の運営及び事務をつかさどり，所属職

員を指揮監督する。 

(職員) 

第４条 公民館には，前条に規定する職員のほか，次の表の左欄に掲げる職の

うち必要な職の職員を置く。 

職 職務 

主任主査 重要若しくは専門的企画と実施及び分担事務 

主査 困難若しくは専門的企画と実施及び分担事務 

係長 企画と実施及び分担事務 

主任 事業の実施及び一般事務 

司書 事業の実施及び専門事務 

主事 事業の実施及び一般事務 

主事補 事業の実施及び定形的一般事務 

議案第１号 改正前 
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用務手 単純な労務 

２ 前項の職にある職員は，上司の命を受け，主として同項の表の右欄に掲げ

る職務を行うものとする。 

（定期講座） 

第５条 館長は，事業に規定する定期講座を開設するものとし，当該定期講座

を受講しようとする者は，定期講座受講申込書（様式第１号）を館長に提出

し，その許可を受けなければならない。 

２ 館長は，前項に規定する定期講座が終了したときは，当該定期講座終了の

認定を行い，定期講座終了証書（様式第２号）を受講者に授与するものとす

る。 

(開館及び閉館) 

第６条 公民館の開館及び閉館の時刻は，次の各号のとおりとする。ただし，

館長が必要があると認める場合には，館長は，その時刻を変更することがで

きる。 

(1) 開館は午前９時とする。 

(2) 閉館は午後９時とする。 

(休館日) 

第７条 公民館の定期休館日は，次の各号に該当する日すべてとする。 

(1) 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律に定める日が月曜日の場合は翌日

の火曜日） 

(2) １月２日，３日及び１２月２９日，３０日，３１日 

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める日。た

だし，館長が必要があると認める場合はこの限りでない。 

２ 館長は，必要があると認める場合には，年間を通じ１５日以内で公民館の

臨時休館日を定めることができる。 

３ 館長は，前項の規定による臨時休館日を定めるにあたっては，５日前まで

にその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るととも

に，これを公示しなければならない。 

（施設，設備の使用） 

第８条 公民館の施設若しくは設備（図書室，閲覧室及び第１３条第１項第４

号に規定する資料を除く。）を使用しようとする者（以下「使用者」とい
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う。）は，当該使用予定日の５日前（提出期限日が休館日の場合はその直前

の開館日）までに公民館使用許可申請書（様式第３号）を館長に提出し，そ

の許可を受けなければならない。 

２ 館長は，前項の規定により提出された申請書を審査し，支障がないと認め

た場合は，公民館使用許可書（様式第４号）を当該申請者に交付するものと

する。 

３ 館長は，使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事業運

営上特別な必要が生じた場合は，当該使用者に対し，使用許可の取消又は使

用停止の措置をとることができる。 

(1) 法令に違反して使用しようとしたとき又は使用したとき。 

(2) 使用のための手続きに違反したとき。 

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。 

(4) 使用に関して係員の指示又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があ

ったとき。 

４ 館長は，使用者が公民館内の秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められ

たときは，当該使用者に対し，公民館敷地からの退出又は公民館への入館の

禁止を指示することができる。また，使用者が前項各号に掲げる遵守事項を

守らないときは，当該使用者に対し，退室の指示及び以後の公民館利用を制

限することができる。 

(施設，設備のき損又は亡失の届出等) 

第９条 公民館の施設若しくは設備の使用者は，当該施設又は設備を汚損，き

損若しくは亡失したときは，すみやかにその旨を館長に届け出なければなら

ない。 

２ 館長は，前項に規定する届け出があった場合は，直ちにその旨を教育長に

報告しなければならない。 

３ 教育長は，公民館の施設又は設備を汚損，き損若しくは亡失した使用者に

対し，損害賠償を請求することができるものとする。 

(報告) 

第１０条 館長は，各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなけ

ればならない。 

(使用料の減免) 
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第１１条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，条例第６条の規定

により使用料を減額又は免除することができるものとする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けている者が

使用するとき。 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に定める身体障害者が

使用するとき。 

(3) その他，教育長が特に必要であると認めたとき。 

(使用料の返還) 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は，条例第７条の

規定により，当該事由の当事者に対し，使用料を返還することができるもの

とする。 

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により，使用許可を

受けた施設等を使用できなくなったとき。 

(2) 使用開始前２日前までに使用の取消しを申し出たとき。 

(3) その他，教育長が相当の理由があると認めたとき。 

(図書室の定義，業務) 

第１３条 事業に規定する図書に関連する用語の定義については，次の各号の

とおりとする。 

(1) 図書室とは，図書室及び室内設備等をいう。 

(2) 閲覧室とは，閲覧室及び室内設備等をいう。 

(3) 図書室等とは，図書室及び閲覧室をいう。 

(4) 資料とは，図書室等において管理している書籍，新聞，音声及び映像資

料をいう。 

(5) 休室日 図書室等を閉室し，利用に供さない日をいう。 

２ 事業に規定する図書の業務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 資料の収集，整理及び保存に関すること。 

(2) 資料の閲覧及び貸出に関すること。 

(3) 読書案内及び読書相談に関すること。 

(4) 参考業務に関すること。 

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介に関すること。 

(6) 読書会等の主催並びに奨励に関すること。 
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(7) 学校，その他の機関との連絡及び協力に関すること。 

(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。 

(9) 村内学校図書室との連携及び資料の相互貸借及び協力事業に関するこ

と。 

(10) 他の図書館と連携した資料の相互貸借事業に関すること。 

(11) 閲覧室の提供に関すること。 

(12) その他図書室の利用及び読書推進に関すること。 

３ 図書室等の利用時間は，午前９時から午後５時までとする。ただし，水曜

日は午後７時まで利用できるものとする。 

４ 室長は，必要があると認めた場合は，館長と協議のうえ，図書室等の利用

時間を変更することができる。 

５ 図書室等の休室日は，第７条第１項各号及び第２項の規定による休館日の

他，資料の整理日として次の各号に掲げる日を休室日とする。ただし，室長

が必要があると認める場合は，臨時に休室日を設けることができる。 

(1) 毎月最終火曜日 

(2) 特別整理期間（毎年１５日以内で室長の定める日） 

６ 図書室等を利用する者（以下「利用者」という。）は，次の各号をすべて

遵守するものとする。 

(1) 室長の許可なく，所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。 

(2) 図書室等では，静粛にし，他の利用者に迷惑をかけないこと。 

(3) 図書室等又は資料を棄損，汚損又はこれらのおそれのある行為をしない

こと。 

(4) 図書室等で火気の使用，喫煙又は飲食をしないこと。ただし，閲覧室で

の水分補給については，アルコールを含まない水分の補給はこの限りでな

い。 

(5) 図書室等に危険物又は動物を持ち込まないこと。 

(6) 図書室等で物品を販売又は展示しないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか，管理上の必要から室長が行う指示又は指導

に従うこと。 

７ 室長は，利用者が図書室等の秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められ

た場合及び利用者が前項各号に掲げる遵守事項を守らない場合は，当該利用
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者に対し，図書室等から退室させること又は図書室等への入室を禁止するこ

とができるものとし，以後の図書室等の利用を制限することができる。 

８ 資料を貸出できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とし，閲覧室を

利用できる者は，第１号に該当する者とする。ただし，図書室にて資料を閲

覧する場合は，特に条件を制限しないものとする。 

(1) 個人利用者とは，美浦村内に居住・在学・在園又は在所・在勤する者及

び県南地区に居住する１８歳以上の者で，居住地の証明が可能な者とす

る。 

(2) 団体利用者とは，村内住所地に存する地域団体，社会教育団体その他の

団体で，室長が適当であると認める団体とする。 

(3) 村内学校は，村内の幼稚園，保育所，小学校及び中学校とする。 

(4) 前各号のほか，室長が特に必要であると認めた者 

９ 資料の貸出を受けようとする者及び閲覧室を利用しようとする者は，利用

者カード申込書（様式第５号）又は団体登録申込書に必要な事項を記載のう

え室長に提出するものとし，室長は，当該提出書類に不備がない場合は．当

該提出者に対し，利用者カード（様式第６号）の交付をするものとする。 

(1) 利用者カードの有効期間は，村内在住者は５年，村外在住者は１年とす

る。また，利用者カード更新の申請は，有効期限の１カ月前から申請でき

るものとし，有効期間を延長しようとする者は，室長に対し，改めて利用

者カード申込書（様式第５号）を提出するとともに，前項各号のいずれか

に該当する条件を確認できる証明書等を提示しなければならない。 

(2) 利用者は，利用者カードを紛失，汚損若しくは利用者カード申込書の記

載事項に変更が生じたときは，速やかに室長に届けなければならない。 

(3) 利用者カードは，他人に譲渡又は貸与してはならない。 

(4) 室長は，利用者が利用者カードの交付申請の際に虚偽の申込又は前項の

規定に違反する等不正な行為をしたと認められる場合は，当該利用者に対

し，利用者カードの使用禁止及び登録の取り消しをすることができる。 

(5) 利用者カードは，当該利用者が管理する責任を負うものとし，利用者カ

ードが当該利用者以外の者によって使用される等により損害が生じた場合

は，その責は当該利用者に帰するものとする。 

１０ 個人利用者及び団体利用者の資料の貸出数量及び貸出期間は，次の表の
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とおりとする。ただし，室長が特に必要と認める資料については，別に定め

ることができる。 

 種類 貸出数量 貸出期間 

個人利用者 図書(書籍，雑誌，紙芝居) １５冊以内 １５日以内 

映像資料(ビデオ) ５点以内 １５日以内 

個人利用者(村内

在住者に限る) 

映像資料(DVD) １点以内 ８日以内 

団体利用者 図書(書籍，雑誌，紙芝居) ５０冊以内 １カ月(３０日)以内 

映像資料(ビデオ等) 貸出は行わない 

(1) 貸出期間は，貸出日から起算して貸出期間の末日までとし，その末日を

返却期限の日（以下「返却期限日」という。）とする。ただし，返却期限

日が休室日に当たる場合は，その翌開室日を返却期限とする。 

(2) 利用者は，自己の求める資料がすでに貸出中又は閲覧中である場合は，

予約リクエストカードに必要事項を記載のうえ室長に申し込むことによ

り，当該資料の貸出又は閲覧の予約を行うことができる。 

(3) 室長は，利用者から貸出継続の申し出があった場合は，他の利用者が前

項による予約を申し込んでいない資料に限り，返却期限日から起算して15

日間を限度として当該資料の貸出の継続を認めることができる。ただし，

継続を認めるのは１回のみとし，貸出継続の手続きの際には，利用者は図

書室に資料を持参しなければならない。 

(4) 利用者は，前号により返却した資料は，翌開室日以降でなければ貸出を

受けることはできないものとする。 

(5) 村内学校の図書資料の貸出数量及び貸出期間は別に定める。 

１１ 室長は，貴重図書，参考図書，その他室外に持ち出すことが不適当と認

めた資料については，貸出の対象外とすることができるものとする。 

１２ 室長は，返却期限日を経過しても，利用者が適切な理由なく資料を返却

しない場合は，当該利用者に対し，以後の図書室等の利用を停止することが

できる。 

１３ 室長は，利用者が資料を紛失，破損又は汚損した場合は，紛失・破損・

汚損等届書を当該利用者に提出させ，相当の代金又は同種の代替品をもって

弁償させることができる。ただし，特別の事情があると教育長が認めた場合
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は，これを免ずることができる。 

(公民館運営審議会の組織) 

第１４条 公民館運営審議会（以下「審議会」という。）には，審議会の委員

（以下「委員」という。）の互選により委員長及び副委員長各々１人を置

く。 

２ 委員長は，審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となり，会務を

総括する。 

３ 副委員長は，委員長を助け，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，そ

の職務を行う。 

(会議) 

第１５条 委員長は，会議を開催することが必要と認める場合は，委員に対

し，その開催日時，場所及び会議に付議すべき案件等，審議に必要な内容を

事前に通知のうえ招集する。 

２ 会議は，在席委員の半数以上が出席しなければ，これを開くことができな

い。ただし，当該会議に出席できない委員から，出席委員のいずれかに対

し，自己が有する権限を委任した旨の委任状が当該会議前に事務局に提出さ

れている場合は，出席と同等の取扱いとする。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは委員長

の決するところによる。ただし，過半数で決する場合において，他の委員か

ら権限を委任されている委員の票数については，自己の票に委任された数を

票数に加えて当該委員が投票した側に数えるものとする。 

(事務の処理等) 

第１６条 公民館における事務の処理，職員の服務等については，教育委員会

事務局の取扱いの例による。 

(委任) 

第１７条 この規則によるもののほか必要な事項は，館長又は室長が教育長の

承認を受けて定める。 

附 則 

この規則は，令和２年４月１日から施行する。 
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○美浦村中央公民館管理規則 

令和２年３月３１日 

教委規則第２号 

 

美浦村中央公民館管理規則（昭和５７年美浦村教育委員会規則第５号）の全

部を次のように改正する。 

(趣旨) 

第１条 この規則は，美浦村中央公民館の設置，管理及び職員に関する条例

（昭和５７年美浦村条例第１０号。以下「条例」という。）第８条の規定に

基づき，公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

(公民館の事業) 

第２条 条例第２条第１項に規定する公民館(以下「公民館」という。)は，村

民に対し，社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２２条に規定する事

業（以下「事業」という。）を行うものとする。 

(館長及び室長) 

第３条 公民館の館長（以下「館長」という。）は，上司の命を受け，公民館

の事務をつかさどり，所属職員を指揮監督する。 

２ 館長は，図書室の室長(以下「室長」という。)を兼ねることができる。 

３ 室長は，公民館の図書室及び閲覧室の運営及び事務をつかさどり，所属職

員を指揮監督する。 

(職員) 

第４条 公民館には，前条に規定する職員のほか，次の表の左欄に掲げる職の

うち必要な職の職員を置く。 

職 職務 

主任主査 重要若しくは専門的企画と実施及び分担事務 

主査 困難若しくは専門的企画と実施及び分担事務 

係長 企画と実施及び分担事務 

主任 事業の実施及び一般事務 

司書 事業の実施及び専門事務 

主事 事業の実施及び一般事務 

議案第１号 改正後 
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主事補 事業の実施及び定形的一般事務 

用務手 単純な労務 

２ 前項の職にある職員は，上司の命を受け，主として同項の表の右欄に掲げ

る職務を行うものとする。 

（定期講座） 

第５条 館長は，事業に規定する定期講座を開設するものとし，当該定期講座

を受講しようとする者は，定期講座受講申込書（様式第１号）を館長に提出

し，その許可を受けなければならない。 

２ 館長は，前項に規定する定期講座が終了したときは，当該定期講座終了の

認定を行い，定期講座終了証書（様式第２号）を受講者に授与するものとす

る。 

(開館及び閉館) 

第６条 公民館の開館及び閉館の時刻は，次の各号のとおりとする。ただし，

館長が必要があると認める場合には，館長は，その時刻を変更することがで

きる。 

(1) 開館は午前９時とする。 

(2) 閉館は午後９時とする。 

(休館日) 

第７条 公民館の定期休館日は，次の各号に該当する日すべてとする。 

(1) 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律に定める日が月曜日の場合は翌日

の火曜日） 

(2) １月２日，３日及び１２月２９日，３０日，３１日 

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める日。た

だし，館長が必要があると認める場合はこの限りでない。 

２ 館長は，必要があると認める場合には，年間を通じ１５日以内で公民館の

臨時休館日を定めることができる。 

３ 館長は，前項の規定による臨時休館日を定めるにあたっては，５日前まで

にその旨を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に届け出るととも

に，これを公示しなければならない。 

（施設，設備の使用） 

第８条 公民館の施設若しくは設備（図書室，閲覧室及び第１３条第１項第４
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号に規定する資料を除く。）を使用しようとする者（以下「使用者」とい

う。）は，当該使用予定日の５日前（提出期限日が休館日の場合はその直前

の開館日）までに公民館使用許可申請書（様式第３号）を館長に提出し，そ

の許可を受けなければならない。 

２ 館長は，前項の規定により提出された申請書を審査し，支障がないと認め

た場合は，公民館使用許可書（様式第４号）を当該申請者に交付するものと

する。 

３ 館長は，使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事業運

営上特別な必要が生じた場合は，当該使用者に対し，使用許可の取消又は使

用停止の措置をとることができる。 

(1) 法令に違反して使用しようとしたとき又は使用したとき。 

(2) 使用のための手続きに違反したとき。 

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。 

(4) 使用に関して係員の指示又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があ

ったとき。 

４ 館長は，使用者が公民館内の秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められ

たときは，当該使用者に対し，公民館敷地からの退出又は公民館への入館の

禁止を指示することができる。また，使用者が前項各号に掲げる遵守事項を

守らないときは，当該使用者に対し，退室の指示及び以後の公民館利用を制

限することができる。 

(施設，設備のき損又は亡失の届出等) 

第９条 公民館の施設若しくは設備の使用者は，当該施設又は設備を汚損，き

損若しくは亡失したときは，すみやかにその旨を館長に届け出なければなら

ない。 

２ 館長は，前項に規定する届け出があった場合は，直ちにその旨を教育長に

報告しなければならない。 

３ 教育長は，公民館の施設又は設備を汚損，き損若しくは亡失した使用者に

対し，損害賠償を請求することができるものとする。 

(報告) 

第１０条 館長は，各月の事業計画並びにその実施状況を教育長に報告しなけ

ればならない。 
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(使用料の減免) 

第１１条 使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，条例第６条の規定

により使用料を減額又は免除することができるものとする。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による扶助を受けている者が

使用するとき。 

(2) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に定める身体障害者が

使用するとき。 

(3) その他，教育長が特に必要であると認めたとき。 

(使用料の返還) 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は，条例第７条の

規定により，当該事由の当事者に対し，使用料を返還することができるもの

とする。 

(1) 災害その他使用者の責に帰することができない理由により，使用許可を

受けた施設等を使用できなくなったとき。 

(2) 使用開始前２日前までに使用の取消しを申し出たとき。 

(3) その他，教育長が相当の理由があると認めたとき。 

(図書室の定義，業務) 

第１３条 事業に規定する図書に関連する用語の定義については，次の各号の

とおりとする。 

(1) 図書室とは，図書室及び室内設備等をいう。 

(2) 閲覧室とは，閲覧室及び室内設備等をいう。 

(3) 図書室等とは，図書室及び閲覧室をいう。 

(4) 資料とは，図書室等において管理している書籍，新聞，音声及び映像資

料をいう。 

(5) 休室日 図書室等を閉室し，利用に供さない日をいう。 

２ 事業に規定する図書の業務は，次の各号のとおりとする。 

(1) 資料の収集，整理及び保存に関すること。 

(2) 資料の閲覧及び貸出に関すること。 

(3) 読書案内及び読書相談に関すること。 

(4) 参考業務に関すること。 

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介に関すること。 
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(6) 読書会等の主催並びに奨励に関すること。 

(7) 学校，その他の機関との連絡及び協力に関すること。 

(8) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進に関すること。 

(9) 村内学校図書室との連携及び資料の相互貸借及び協力事業に関するこ

と。 

(10) 他の図書館と連携した資料の相互貸借事業に関すること。 

(11) 閲覧室の提供に関すること。 

(12) その他図書室の利用及び読書推進に関すること。 

３ 図書室等の利用時間は，午前９時から午後５時までとする。ただし，水曜

日は午後７時まで利用できるものとする。 

４ 室長は，必要があると認めた場合は，館長と協議のうえ，図書室等の利用

時間を変更することができる。 

５ 図書室等の休室日は，第７条第１項各号及び第２項の規定による休館日の

他，資料の整理日として次の各号に掲げる日を休室日とする。ただし，室長

が必要があると認める場合は，臨時に休室日を設けることができる。 

(1) 毎月最終火曜日 

(2) 特別整理期間（毎年１５日以内で室長の定める日） 

６ 図書室等を利用する者（以下「利用者」という。）は，次の各号をすべて

遵守するものとする。 

(1) 室長の許可なく，所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。 

(2) 図書室等では，静粛にし，他の利用者に迷惑をかけないこと。 

(3) 図書室等又は資料を棄損，汚損又はこれらのおそれのある行為をしない

こと。 

(4) 図書室等で火気の使用，喫煙又は飲食をしないこと。ただし，閲覧室で

の水分補給については，アルコールを含まない水分の補給はこの限りでな

い。 

(5) 図書室等に危険物又は動物を持ち込まないこと。 

(6) 図書室等で物品を販売又は展示しないこと。 

(7) 前各号に掲げるもののほか，管理上の必要から室長が行う指示又は指導

に従うこと。 

７ 室長は，利用者が図書室等の秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められ
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た場合及び利用者が前項各号に掲げる遵守事項を守らない場合は，当該利用

者に対し，図書室等から退室させること又は図書室等への入室を禁止するこ

とができるものとし，以後の図書室等の利用を制限することができる。 

８ 資料を貸出できる者は，次の各号のいずれかに該当する者とし，閲覧室を

利用できる者は，第１号に該当する者とする。ただし，図書室にて資料を閲

覧する場合は，特に条件を制限しないものとする。 

(1) 個人利用者とは，美浦村内に居住・在学・在園又は在所・在勤する者及

び県南地区に居住する１８歳以上の者で，居住地の証明が可能な者とす

る。 

(2) 団体利用者とは，村内住所地に存する地域団体，社会教育団体その他の

団体で，室長が適当であると認める団体とする。 

(3) 村内学校は，村内の幼稚園，保育所，小学校及び中学校とする。 

(4) 前各号のほか，室長が特に必要であると認めた者 

９ 資料の貸出を受けようとする者及び閲覧室を利用しようとする者は，利用

者カード申込書（様式第５号）又は団体登録申込書に必要な事項を記載のう

え室長に提出するものとし，室長は，当該提出書類に不備がない場合は．当

該提出者に対し，利用者カード（様式第６号）の交付をするものとする。 

(1) 利用者カードの有効期間は，村内在住者は５年，村外在住者は１年とす

る。また，利用者カード更新の申請は，有効期限の１カ月前から申請でき

るものとし，有効期間を延長しようとする者は，室長に対し，改めて利用

者カード申込書（様式第５号）を提出するとともに，前項各号のいずれか

に該当する条件を確認できる証明書等を提示しなければならない。 

(2) 利用者は，利用者カードを紛失，汚損若しくは利用者カード申込書の記

載事項に変更が生じたときは，速やかに室長に届けなければならない。 

(3) 利用者カードは，他人に譲渡又は貸与してはならない。 

(4) 室長は，利用者が利用者カードの交付申請の際に虚偽の申込又は前項の

規定に違反する等不正な行為をしたと認められる場合は，当該利用者に対

し，利用者カードの使用禁止及び登録の取り消しをすることができる。 

(5) 利用者カードは，当該利用者が管理する責任を負うものとし，利用者カ

ードが当該利用者以外の者によって使用される等により損害が生じた場合

は，その責は当該利用者に帰するものとする。 
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(6) 利用者カードの交付を受けた者は，申し出により行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第 

２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードを利用することができ

る。 

１０ 個人利用者及び団体利用者の資料の貸出数量及び貸出期間は，次の表の

とおりとする。ただし，室長が特に必要と認める資料については，別に定め

ることができる。 

 種類 貸出数量 貸出期間 

個人利用者 図書(書籍，雑誌，紙芝居) １５冊以内 １５日以内 

映像資料(ビデオ) ５点以内 １５日以内 

個人利用者(村内

在住者に限る) 

映像資料(DVD) １点以内 ８日以内 

団体利用者 図書(書籍，雑誌，紙芝居) ５０冊以内 １カ月(３０日)以内 

映像資料(ビデオ等) 貸出は行わない 

(1) 貸出期間は，貸出日から起算して貸出期間の末日までとし，その末日を

返却期限の日（以下「返却期限日」という。）とする。ただし，返却期限

日が休室日に当たる場合は，その翌開室日を返却期限とする。 

(2) 利用者は，自己の求める資料がすでに貸出中又は閲覧中である場合は，

予約リクエストカードに必要事項を記載のうえ室長に申し込むことによ

り，当該資料の貸出又は閲覧の予約を行うことができる。 

(3) 室長は，利用者から貸出継続の申し出があった場合は，他の利用者が前

項による予約を申し込んでいない資料に限り，返却期限日から起算して15

日間を限度として当該資料の貸出の継続を認めることができる。ただし，

継続を認めるのは１回のみとし，貸出継続の手続きの際には，利用者は図

書室に資料を持参しなければならない。 

(4) 利用者は，前号により返却した資料は，翌開室日以降でなければ貸出を

受けることはできないものとする。 

(5) 村内学校の図書資料の貸出数量及び貸出期間は別に定める。 

１１ 室長は，貴重図書，参考図書，その他室外に持ち出すことが不適当と認

めた資料については，貸出の対象外とすることができるものとする。 

１２ 室長は，返却期限日を経過しても，利用者が適切な理由なく資料を返却
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しない場合は，当該利用者に対し，以後の図書室等の利用を停止することが

できる。 

１３ 室長は，利用者が資料を紛失，破損又は汚損した場合は，紛失・破損・

汚損等届書を当該利用者に提出させ，相当の代金又は同種の代替品をもって

弁償させることができる。ただし，特別の事情があると教育長が認めた場合

は，これを免ずることができる。 

(公民館運営審議会の組織) 

第１４条 公民館運営審議会（以下「審議会」という。）には，審議会の委員

（以下「委員」という。）の互選により委員長及び副委員長各々１人を置

く。 

２ 委員長は，審議会の会議（以下「会議」という。）の議長となり，会務を

総括する。 

３ 副委員長は，委員長を助け，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，そ

の職務を行う。 

(会議) 

第１５条 委員長は，会議を開催することが必要と認める場合は，委員に対

し，その開催日時，場所及び会議に付議すべき案件等，審議に必要な内容を

事前に通知のうえ招集する。 

２ 会議は，在席委員の半数以上が出席しなければ，これを開くことができな

い。ただし，当該会議に出席できない委員から，出席委員のいずれかに対

し，自己が有する権限を委任した旨の委任状が当該会議前に事務局に提出さ

れている場合は，出席と同等の取扱いとする。 

３ 会議の議事は，出席委員の過半数でこれを決し，可否同数のときは委員長

の決するところによる。ただし，過半数で決する場合において，他の委員か

ら権限を委任されている委員の票数については，自己の票に委任された数を

票数に加えて当該委員が投票した側に数えるものとする。 

(事務の処理等) 

第１６条 公民館における事務の処理，職員の服務等については，教育委員会

事務局の取扱いの例による。 

(委任) 

第１７条 この規則によるもののほか必要な事項は，館長又は室長が教育長の
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承認を受けて定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（令和２年教委規則第〇号） 

この規則は，公布の日から施行する。 
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美浦村文化財協力員規則 

平成１４年５月３１日 

教委規則第５号 

改正 平成１６年７月１６日教委規則第６号 

平成２４年２月２８日教委規則第１号 

(設置) 

第１条 文化財保護法(昭和２５年法律第２１４号)第４条及び「文化財の防火

防犯について」(平成４年４保伝第21号)の趣旨に基づき，教育委員会に文化

財協力員(以下「協力員」という。)を置く。 

(役割) 

第２条 協力員は，文化財愛護に関し，次の各号に掲げる役割を担う。 

(1) 文化財の巡視に関すること。 

(2) 文化財の案内等愛護・啓発に関すること。 

(3) その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が文化財愛護に関

し，必要があると認めた事項に関すること。 

(定数及び所管) 

第３条 協力員の定数は随意とし，生涯学習課が本規則の事務を所管する。 

(委嘱) 

第４条 協力員は，文化財に関心があり，文化財の愛護・啓発活動を行ってい

る者のうちから，教育長が委嘱する。 

２ 協力員の任期は，随意とする。ただし，申し出があった場合及び特別の事

由があると認めるときは，教育長はその任を解くことができる。 

３ 協力員は，再任することができる。 

(心得) 

第５条 協力員は，その役割を遂行するに当たっては，教育委員会の指導に従

わなければならない。 

２ 協力員は，巡視活動中に，文化財に関する事故を発見あるいは目撃した場

合は，速やかに教育委員会に報告しなければならない。 

３ 協力員は，その役割の信用を傷つけ，又はその役割全体の不名誉となるよ

うな行為をしてはならない。 

(身分証) 

議案第２号 廃止前 
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第６条 協力員は，その役割を遂行するに当たっては別記に掲げる身分証を常

に携帯し，提示を求められた場合，これを提示しなければならない。 

２ 協力員は，その任を解かれた場合，直ちに身分証及び委嘱状を教育委員会

に返還しなければならない。 

(その他) 

第７条 協力員には，予算の範囲内で，次項に定める基準により謝礼を支給す

る。 

２ 協力員の謝礼の支給額は，１人につき半日(３時間)500円，１日(６時

間)1,000円とする。 

３ 協力員の適正な役割遂行及び安全衛生確保のため，教育委員会は文化財に

関する研修，保険の加入等，必要な措置を講じなければならない。 

(委任) 

第８条 この規則に定めるもののほか，協力員に関し，必要な事項は教育長が

定める。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成１６年教委規則第６号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則(平成２４年教委規則第１号) 

この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 
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美浦村文化財協力員要綱（案） 

 

 (目的) 

第１条 この要綱は，美浦村の文化財愛護活動を推進するため，自発的にその

活動を担う文化財協力員(以下「協力員」という。)について必要な事項を定

める。 

(活動内容) 

第２条 協力員は，文化財愛護に関し，次の各号に掲げる活動をおこなう。 

(1) 陸平貝塚公園の案内及び巡視に関すること 

(2) 陸平貝塚公園の復元竪穴住居の管理に関すること 

(3) その他教育長が文化財愛護に関し，必要と認めた事項に関すること 

(定数及び所管) 

第３条 協力員の定数は，役割の内容によりこれを定め，本要綱の庶務は生涯

学習課文化財センターが所管する。 

(登録) 

第４条 協力員名簿に登録する協力員は，文化財に関心があり，かつ，その役

割を理解し希望する者（高校生以下は除く）とする。 

 (心得) 

第５条 協力員は，その役割を遂行するに当たっては，文化財センター長の指

導に従わなければならない。また活動中は，協力員であることを明示するた

め，腕章又は名札を着用する。 

(登録抹消) 

第６条 協力員は，次の各号によりその登録を抹消することができる。 

(1) 本人の申出による場合 

(2) 第２条各号の役割が終了した場合 

(3) 登録から１年以上活動実績がない場合 

(4) その他文化財センター長が特別の事由があると認めた場合 

(その他) 

第７条 協力員には，予算の範囲内で，次項に定める基準により謝礼を支給す

る。 

２ 協力員の謝礼の支給額は，１人につき半日(３時間)500円，１日(６時

議案第２号 資料 
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間)1,000円とする。 

３ 協力員の適正な役割遂行及び安全衛生確保のため，文化財センター長は文

化財に関する研修，保険の加入等，必要な措置を講じなければならない。 

(委任) 

第８条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は教育長が定める。 

附 則 

この要綱は，令和２年〇月〇日から施行する。 
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